
ぜん息児水泳教室事業看護師（会計年度任用職員）募集要項 

大阪市保健所管理課 

１．募集内容 

（１）業務内容 

令和７年度 ぜん息児水泳教室事業における参加児童（４歳児～小学６年生）の 

事前診察の医師介助業務及び、事故が発生した場合の緊急時対応業務等 

 

（２）任用期間 

令和７年７月３日（木曜日）から令和７年９月１８日（木曜日）の計１０回 

 
（３）勤務日・勤務時間・勤務場所  

Ａ ７月 ３日（木） 

15時 00分 
～19時 00分 

コナミスポーツクラブ
京橋 

Ｂ ７月１０日（木） 
Ｃ ７月１７日（木） 
Ｄ ７月２４日（木） 
Ｅ ７月３１日（木） 
Ｆ ８月２１日（木） 
Ｇ ８月２８日（木） 
Ｈ ９月 ４日（木） 
Ｉ ９月１１日（木） 
Ｊ ９月１８日（木） 

 
（４）採用予定人数 

２名程度 

 

（５）応募資格 
ア １．（３）の表 Ａ～Ｊの勤務日に出務できる方 

（採用人数に応じて、後日、勤務日を割り振ります） 

イ 看護師（准看護師を含む）免許を有する方 

   ウ 地方公務員法第１６条に該当しない方（下記参照） 

 

【地方公務員法第 16条（抜粋）】 

（欠格条項） 

1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過し

ない者 

3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第 60条から第 63条までに規定す

る罪を犯し刑に処せられた者 

4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

（６）勤務条件等（予定） 

    ア 勤務時間 ：１（３）の表のとおり 

      イ 報  酬 ：１日 ７，０５２円 

    ウ 手 当 等 ：通勤手当は別途支給します。 



２ 応募方法 
（１）提出書類 
   ア 会計年度任用職員採用申込書 １通 

※ 過去３か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず添付するこ
と。 

   イ 看護師又は准看護師免許証の写し １通 
 ウ 申し立て書 １通 
 エ 合否通知返信用封筒（郵便規格が定形のもの） １通 

※ １１０円切手を貼付のうえ、宛名を記載したもの。 
（２）受付期間 
    令和７年４月９日（水曜日）から令和７年５月１５日（木曜日）（必着） 
     ※ 持参の場合は５月１５日（木曜日）１７時００分まで 
（３）提出先・提出方法 
   ア 提出先 ：〒５４５－００５１  

大阪市阿倍野区旭町 1－2－7－1000 あべのメディックス１０階 
大阪市保健所管理課保健事業グループ ぜん息児水泳教室担当 

   イ 提出方法：２（１）の ア、イ、ウ、エを「ぜん息児水泳教室事業 会計年
度任用職員採用申込書」と朱書した封筒に入れて、書留で送付す
るか持参してください。（持参する場合は土曜日、日曜日、祝日
を除く９時００分から１７時００分まで） 

 
３ 選考方法 
（１）日時 

令和７年５月２３日（金曜日）１３時３０分集合【時間厳守】 
（受付開始は１３時００分から） 

 
（２）会場 

大阪市保健所  第１会議室 
大阪市阿倍野区旭町 1－2－7－1000 あべのメディックス 10階（地図参照） 

（３）方法 
    面接試験 
（４）合否通知 
    試験結果については、選考後速やかに、受験された方全員に送付します。 
 
４ その他 
（１）受験票は発行しませんので直接会場へお越しください。なお、来場には公共交

通機関をご利用ください。 
（２）この応募に際して収集した個人情報は、大阪市個人情報保護条例に基づいて適

切に管理します。また、この試験において提出された書類等は、受付後返却し
ません。 

（３）試験合格者において、後日、応募資格がないこと、及び、申し込み内容に虚偽
が認められる場合には、採用を取り消すことがあります。 

 
５ 問い合わせ先 
  大阪市保健所管理課保健事業グループ 

住所：大阪市阿倍野区旭町 1－2－7－1000 あべのメディックス 10階 

電話：０６－６６４７－０６４３ 

 

  



◎地図（あべのメディックス） 

応募受付場所 ：１０階（大阪市保健所管理課保健事業グループ） 

選考日集合場所：１０階 第１会議室 

 

応募にあたって 

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に

関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者から

の指導が行われます。 

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、

申込を行ってください。 

【大阪市職員基本条例】（抜粋） 

（倫理原則） 

第４条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを

深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の

高揚に努めなければならない。 

(職員倫理規則) 

第 8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項

に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。 

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止

のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。 

【その他遵守すべき事項の例】 

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないよ

うにすること 

・勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと 

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと 

・入れ墨の施術を受けないこと 
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